
「あきた企業連携型奨学金返還助成制度」について

   官民を挙げて大卒者等の更なる県内定着・回帰を促進するため、本県産業の新時代への挑戦に向けて飛躍を目

指す企業と連携し、県内就職者の経済的負担を軽減する、新たな奨学金返還助成制度を実施する。

事業概要

事業スキーム

●県内の高校卒業者約７，０００人のうち約２，０００人（約３割）が県外大学へ進学
●県内の大卒者等の県内就職率は、短大生や専修学校生が７割～８割台であるのに対し、大学生は３割ほど

→大学生に着目した取組が必要

背景

これまでの制度 

（秋田県奨学金返還助成制度）
本制度 

（あきた企業連携型奨学金返還助成制度）

支援元 県 県及び企業 

支援対象者

（勤務形態） 
正規・非正規問わない 正規雇用

支援対象者

（学歴） 
県内就職者 

（高校卒～大学院卒） 

県内就職者 

（高専（専攻科）卒、大卒、大学院卒） 

支援額 

（期間） 

最大６０万 

（上限２０万×３年間） 

最大１２０万 

（上限２０万×６年間） 

支援までの 

主な流れ 

①  学生等の県内企業へ就職 

②  県へ認定申請（県から認定） 

③  奨学金返還 

④  県へ交付申請（県から交付決定） 

⑤  県への請求、助成金受領 

①  登録企業の参加 

②  学生等の登録企業への就職 

③  県への認定申請（県から認定） 

④  奨学金返還 

⑤  県へ交付申請（県から交付決定） 
⑥ 県への請求、助成金受領

⑦ 企業負担分を県に寄附



「あきた企業連携型奨学金返還助成制度」について

現時点の企業登録状況（R7.3.1時点）
令和７年度就職者向け １２０社
令和８年度就職者向け ９４社

→令和７年５月３０日（金）募集〆切り

令和９年度就職者向けの募集も予定しています

是非本制度への登録を
ご検討ください！
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